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公益財団法人立川市地域文化振興財団個人情報保護規則 

 

（目的） 

第１条  この規則は、立川市個人情報保護条例（平成元年立川市条例第 55 号）の規定に基 

づき、公益財団法人立川市地域文化振興財団（以下「財団」という。）が保有する個人情

報の保護及び適正な取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ 

る。 

（１） 職員等 財団の役員、評議員、職員、嘱託職員及び臨時職員をいう。 

（２） 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る 

ものであり、財団が管理する文書、図面、写真、フィルム及び磁気テープその他これ 

らに類するもの（以下「文書等」という。）に記録されたものをいう。ただし、事業を 

営む個人の当該事業に関する情報を除く。 

（３） 開示 財団が管理する自己に関する個人情報（以下「自己情報」という。）の閲覧 

 若しくは視聴に供し又は写しの交付等を行うことをいう。 

（責務） 

第３条  財団は、全ての事業について、個人情報の収集、記録、利用及び提供（以下「収集 

 等」という。）をするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

２ 財団は、その職員等に対し、個人情報の保護について必要な教育及び研修を行い、並

びに指導及び監督を行い、個人情報の重要性を認識させ、その適正な管理に努めなけれ

ばならない。 

３ 職員等は、その職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に 

使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

（個人情報の一般的規制） 

第４条  財団は、個人情報を収集等するときは、財団の取扱う業務の目的を明確にし、そ 

 の業務の目的達成の範囲内で、必要かつ最小限のものとし、適法かつ公正な手段により

行わなければならない。 

２ 財団は、業務の執行上特に必要であり、かつ欠くことのできないと認める場合を除き、

次に掲げる個人情報を収集してはならない。 

（１） 思想、信条及び宗教に関する事項 

（２） 社会的差別の原因となる事項 

（３） 犯罪に関する事項 

（４） 病歴その他の個人の心身に関する事項 

（収集の規制） 

第５条  財団は、個人情報を収集する場合は、本人から直接収集しなければならない。 
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２ 財団は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、個人情報を本人

以外の者から収集することができる。 

（１） 本人の同意があるとき。 

（２） 法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 

（３） 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。 

（４） 出版、報道等により公にされているとき。 

（５） 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人か 

ら収集することができないとき。 

（６） 争訟、選考、指導等の業務で、本人から収集したのでは、その業務の目的を達成し

得ないとき又はその業務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。 

（７） 国又は地方公共団体からの受託事務において、委託先から収集することが、業務の

執行上やむを得ないと認められるとき。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、本人以外の者から収集することに相当な理由があると

認められるとき。 

３ 法例等の規定に基づき、本人又は本人以外の者が申告、届出及び申請その他これらに

類するものを財団に対して行った場合は、前２項の規定に基づき収集されたものとみな

す。 

（目的外利用等の規制） 

第６条  財団は、個人情報を次の各号の一に該当する場合を除き、収集した目的の範囲を 

超えて利用し、又は財団以外の機関及び団体に提供（以下「目的外利用等」という。）を

してはならない。 

（１） 本人の同意があるとき。 

（２） 法令等に定めがあるとき。 

（３） 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。 

（４） 出版、報道等により公にされているとき。 

（５） 前各号に定めるもののほか、利用又は提供することに相当な理由があると認められ 

るとき。 

２ 財団は、目的外利用等をするときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するこ

とが生じないようにしなければならない。 

（結合の制限） 

第７条 財団は、財団が管理する電子計算組織と財団以外のものが管理する電子計算組織 

を通信回線により結合するときは、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

（適正な維持管理） 

第８条 財団は、個人情報の収集等をする場合は、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正

な維持管理をしなければならない。 
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（１） 個人情報を最新かつ正確なものとすること。 

（２） 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故の防止に努めること。 

（３） 保有の必要がなくなった個人情報は、安全な方法により速やかに消去し、又はこれ 

を記録した文書等を廃棄しなければならない。ただし、歴史的資料として保有される 

ものについては、この限りでない。 

２ 財団は、収集した個人情報を業務の目的に即して適正に利用しなければならない。 

（委託の規制） 

第９条 財団は、個人情報の処理を含む業務の全部又は一部を外部委託するときは、契約

書等に次に掲げる事項を明記させ、これを遵守させなければならない。 

（１） 個人情報の機密保持に関すること。 

（２） 再委託の禁止又は制限に関すること。 

（３） 指示目的以外の個人情報の収集、使用及び第三者への提供の禁止に関すること。 

（４） 個人情報の複写及び複製の禁止に関すること。 

（５） 事故発生時における報告義務に関すること。 

（６） 職員の立会いに関すること。  

（７） 個人情報の授受、搬送、記録及び廃棄に関すること。 

（８） 委託期間終了後の返還義務に関すること。 

（９） 前各号に掲げる事項に違反した場合の損害賠償及び契約の解除に関すること。 

（10） その他個人情報の保護に関し、財団が必要と認める事項に関すること。 

２ 受託者又は受託者の職員は、当該業務について知り得た個人情報をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

（開示を請求する権利） 

第 10 条 何人も、財団に対し、自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請

求（以下「開示等の請求」という。）をすることができる。 

２ 未成年又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示等の請求をすることが

できる。 

３ 前２項に掲げる開示等の請求に関する書面は、第１号様式による。 

（自己情報の開示の請求） 

第 11 条 財団は、自己情報の開示の請求があった場合は、本人であることを確認の上、開

示をするものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該自己情報の全部又

は一部の開示をしないことができる。 

（１） 法令等の規定により開示できないとき。 

（２） 個人の評価、診断、判定、指導、選考、相談等に関する情報で、本人に知らせない

ことが正当で、開示することにより、財団の業務の適正な執行が妨げられるおそれが

あるとき。 

（３） 調査、争訟等に関する情報で開示することにより、財団の業務の適正な執行が妨げ
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られるおそれがあるとき。 

（４） 未成年者の法定代理人による開示の請求がなされた場合であって、開示すること

が当該未成年者の利益に反すると認められるとき。 

（５） 前各号に定めるもののほか、開示することにより、第三者の権利利益を侵害する

おそれがあるとき。 

（訂正の請求） 

第 12 条 財団は、本人から自己情報の訂正の請求があり、当該自己情報に事実の誤りがあ

ると認めるときは、自己情報の訂正の請求に応じるものとする。 

（削除の請求） 

第 13 条 財団は、本人から自己情報の削除の請求があり、第４条第２項又は第５条の規定

によらないで、当該自己情報を収集したと認める場合は、請求に応じるものとする。 

 （目的外利用等の中止の請求） 

第 14 条 財団は、本人から自己情報に関する目的外利用等の中止の請求があり、第９条の

規定によらないで、当該自己情報の目的外利用及び外部提供をしていると認められる場

合は、請求に応じるものとする。 

（請求に対する決定等） 

第 15 条 財団は、開示等の請求があった場合は、請求のあった日の翌日から起算して、開

示の請求については 14 日以内に、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求については

30 日以内に、その請求に応じるか否かを決定し、速やかに決定の内容を書面（第２号様

式）により請求者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期

間内に決定できないときは、請求のあった日の翌日から起算して 60 日を限度としてその

決定を延長することができる。この場合において、財団は、延長の期間及び理由を書面

（第３号様式）により請求者に通知しなければならない。 

（開示の実施等） 

第 16 条 財団は、前条の規定により開示等の請求を認める決定をしたときは、速やかに当

該自己情報について、開示、訂正、削除並びに目的外利用等の中止をしなければならな

い。 

２ 自己情報の開示は、財団が前条の規定による書面で指定する日時及び場所において行

うものとする。 

３ 自己情報の開示は、文書、図面又は写真については、閲覧又は写しの交付により、フ

ィルムについては視聴により、電磁的媒体については視聴、閲覧、写しの交付等（ビデ

オテープ及び録音テープにあっては視聴に限る。）でその種別、情報化の進展状況を勘案

した方法により行う。 

４ 財団は、前項に定める視聴又は閲覧の方法による自己情報の開示にあっては、その自

己情報が記録されたものの保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的

な理由があるときは、当該自己情報が記録されたものの写しにより行うことができる。 
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５ 自己情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止をした場合に、財団は、その旨を請求

者に対して書面（第４号様式）により、また当該自己情報の外部提供を受けているもの

に対して書面（第５号様式）により通知しなければならない。 

（運用負担） 

第 17 条 開示請求に係る自己情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成などに要

する費用を別表のとおり負担しなければならない。 

（異議の申出） 

第 18 条 開示請求者は、第 15 条に定める決定に不服があるときは、財団に対して、書面

により異議の申出（以下「異議申出」という。）をすることができる。 

２ 前項の異議申出は、決定があったことを知った日の翌日から起算して 60 日以内にしな

ければならない。 

３ 第１項の異議申出があった場合に、財団は、当該異議申出の対象となった決定につい

て再度の検討を行ったうえで、当該異議申出に対する回答を書面により行うものとする。 

（運用状況の報告） 

第 19 条 理事長は、毎年１回財団の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、必要があ

ると認められる場合には、理事会に報告しなければならない。 

（委任） 

第 20 条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定

める。 

附 則 

１ この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に財団が個人情報の収集、管理、利用等については、この規

則の相当規定により、行ったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



財規 03070201 

 6 

別表（第 17 条関係） 

 

自己情報の写しの作成に要する費用の額 

 

種類 写しの作成の方法 金額 

文書、図面、写真 普通式複写機による写し（単色刷り） １枚につき 10 円  

フ ィ ル ム  印刷物として出力したものの写し １枚につき 10 円  

電 磁 的 記 録  印刷物として出力したものの写し １枚につき 10 円  

  

備考 

  １ 文書の写しを交付する場合に、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚とし

て算定する。  

  ２ 文書の写し（電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの）を交付

する場合には、日本工業規格Ａ列３番までの用紙を用いるものとする。ただし、こ

れを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格Ａ列３番による

用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 
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第１号様式（第 10 条関係） 

年  月  日  

自己情報（開示・訂正・削除・中止）請求書 

 

公益財団法人立川市地域文化振興財団 

理 事 長          様 

住所              

請求者 氏名              

電話              

 

公益財団法人立川市地域文化振興財団個人情報保護規則第 10 条の規定に基づき、次のと

おり請求します。 

１ 請求内容の区分 □ 閲覧      □  視聴      □ 写しの交付  

□ 訂正     □  削除   □目的外利用等の中止 

２ 請求に係る自己情報の内容  

３ 訂正、削除、目的外利用等 

の中止を求める理由 

 

４ 法定代理人  

による請求の

場合における

本人の氏名等 

本人の状況 □ 未成年者（15 歳未満） 

□ 未成年者（15 歳以上） 

□ 成年被後見人 

本人の氏名  

本人の住所 

・電話番号 

 

５ 備考 

 

 

※本人確認書類等  運転免許証    パスポート    照会文書 

その他（                    ） 

※代理人確認書類等 戸籍謄本    住民票    登記事項証明書 

その他（                    ） 

※代理請求 委任状    入院証明 

その他（                    ） 

※訂正根拠 

 
提出           提示 
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１．□印のある欄には、該当する□内にレ印を記入して下さい。 

 

２．請求に係る自己情報の内容欄には、請求をしようとする自己情報が特定できるよ 

う具体的に記入して下さい。 

 

３．請求を行う際には、本人又は法定代理人であることを証する書類を提示又は提出 

して下さい。 

 

４．訂正の請求をする場合は、訂正すべき自己情報の内容が誤っていることを証する 

書類を提示又は提出して下さい。 

 

５．法定代理人が請求する場合は、代理権を有することを証する書類を添付して下さ 

い。 

 

６．「本人の住所・電話番号」欄には、本人の連絡先が本人の住所及び電話番号と異な 

る場合に、連絡先も併せて記入して下さい。 

 

 ７．※印のある欄には何も記入しないで下さい。 
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第２号様式（第 15 条関係） 

  第     号 

年  月  日 

              様 

公益財団法人立川市地域文化振興財団  

理 事 長          印 

 

自己情報（開示・訂正・削除・中止）請求決定通知書 

 

年  月  日付で請求のあった自己情報（開示・訂正・削除・中止）請求につ

いては、公益財団法人立川市地域文化振興財団個人情報保護規則第 15 条の規定に基づき、

次のとおり決定いたしましたのでお知らせします。 

１ 請求内容の区分 □ 閲覧      □  視聴      □ 写しの交付  

□ 訂正     □  削除    □目的外利用等の中止 

２ 請求に係る自己情報の内容  

 

 

３ 決定事項 

   

□ 請求を認める決定 

□ 請求の一部を認める決定 

□ 請求を認めない決定 

□ 請求を拒否する決定 

□ 当該自己情報を保有していない旨の決定 

４ 決定した理由及びその部分 

 

 

 

 

５ 開示の日時及び場所 日時    年  月  日（午前・午後）  時 

場所  

６ 開示できる予定の期日 年  月  日以降であれば開示できますので、 

改めて開示の請求をして下さい。 

７ 担当  

 

８ 備考  

 

 請求の一部を認める決定、請求を認めない決定、請求を拒否する決定又は当該自己情報

を保有していない旨の決定に不服がある場合には、決定があったこと知った日の翌日から

起算して 60 日以内に、異議の申出をすることができます。 
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第３号様式（第 15 条関係） 

  第       号 

年  月  日 

              様 

公益財団法人立川市地域文化振興財団   

理 事 長           印 

 

自己情報（開示・訂正・削除・中止）請求決定期間延長通知書 

 

年  月  日付で請求のあった自己情報（開示・訂正・削除・中止）請求につ

いては、次の理由により、その決定期間を延長することをお知らせします。 

１ 請求内容の区分 □ 閲覧      □  視聴      □ 写しの交付  

□ 訂正     □  削除      □目的外利用等の中止 

２ 請求に係る自己情報の内容 

 

 

 

３ 延長の理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 決定する期限  

年   月   日 

 

５ 担当  

 

 

６ 備考  
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第４号様式（第 16 条関係） 

 第     号 

年  月  日 

              様 

公益財団法人立川市地域文化振興財団  

理 事 長          印 

 

自己情報（訂正・削除・中止）通知書（本人用） 

 

年  月  日付           の自己情報（訂正・削除・中止）請求

決定通知にてお知らせしたとおり、あなたの自己情報について次のとおり（訂正・削除・

中止）を実施しましたので、公益財団法人立川市地域文化振興財団個人情報保護規則第 16

条第５項の規定に基づきお知らせします。 

１ 請求内容の区分 □ 訂正 

□ 削除 

□ 目的外利用等の中止 

２ 請求に係る自己情報の内容 

 

 

 

３ 訂正、削除、目的外利用等 

の中止の内容   

 

 

 

 

 

 

 

４ 訂正、削除、目的外利用等 

の中止をした年月日 

 

年   月   日 

 

５ 担当  

 

 

６ 備考  
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第５号様式（第 16 条関係） 

 第     号 

年  月  日 

              様 

公益財団法人立川市地域文化振興財団  

理 事 長          印         

 

自己情報（訂正・削除・中止）通知書（利用者用） 

 

目的外利用等をしている個人情報について、次のとおり（訂正・削除・中止）をしまし

たので、公益財団法人立川市地域文化振興財団個人情報保護規則第 16 条第５項の規定に基

づきお知らせします。 

１ 請求内容の区分 □ 訂正 

□ 削除 

□ 目的外利用等の中止 

２ 請求に係る自己情報の内容 

 

 

 

３ 訂正、削除、目的外利用等 

の中止の内容   

 

 

 

 

 

 

 

４ 訂正、削除、目的外利用等 

の中止をした年月日 

 

年   月   日 

 

５ 担当  

 

 

６ 備考  

 

 

 

 


